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は じ め に

　₂₀₁₅年₁₂月に ASEAN経済共同体（AEC）が発足した。これに先立ち，

₂₀₁₁年 ₄ 月に ASEAN中央銀行総裁によって，ASEAN金融統合フレーム

ワーク（AFIF: ASEAN Financial Integration Framework）が策定された。

ここでは₂₀₂₀年までに ASEANにおける金融資本市場のある程度の統合を

めざすことが示された。とくに各国銀行の相互参入を促進する銀行部門統

合（ABIF: ASEAN Banking Integration Framework）の取り組みが定めら

れ，ASEAN諸国の銀行が域内各国に進出する際に，国内銀行と対等の扱い

を受けることをめざすQABs（Qualified ASEAN Banks）を認定する仕組み

も設けられた。QABは一定の基準をもつ ASEANの適格銀行であり，各国

アジアにおけるクロスボーダー金融の 
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は国内市場に域内外国銀行である QABのアクセスに同意するよう求めら

れた。

　₂₀₁₆年 ₃月には，タイ中央銀行とマレーシア中央銀行との間でQAB認定

について，両国間での基本合意書が締結された。さらに₂₀₁₆年 ₄ 月 ₄ 日に

ラオスの首都ビエンチャンで開かれた ASEAN財務相・中央銀行総裁会議

では，ASEANで自由に業務展開が可能な適格銀行 QABを，₂₀₁₉年までに

₂行認証する工程表も示された。AECブループリント（ASEAN Economic 

Community Blueprint ₂₀₀₈）では，金融サービスに関しては，保険，銀

行，資本市場，その他の ₄分野で各国別に自由化するセクターを特定して

₂₀₁₅年までに実施する目標が定められたが，₂₀₁₅年現在では ASEAN各国

の銀行部門については自由化されてはおらず，₂₀₂₀年までを目標とした自

由化政策が維持されている₁︶。

　アジア主要国においては依然として間接金融体制が維持されており，銀

行の役割は大きい。したがって金融統合においても，銀行部門に関する市

場統合が大きな意義を占める。ただ，ASEAN 諸国の銀行規模は小規模の

ものが多く，一気に自由競争に向かうことは困難である。とはいえ，不良

債権比率は低く，自己資本比率も₁₀％以上と，今日健全性は保たれている。

　一方で，₂₀₀₈年のいわゆるリーマンショック以後のアジア市場におい

て，国際的な資金フローの状況が変化してきている。端的には，金融危機

以前の欧米銀行等によるドルを中心としたクロスボーダー銀行貸付からの

漸次的な業務の縮小や撤退，域内銀行による相互の進出と業務展開，そし

て長期の負債調達への変化である。また，こうした欧米銀行の状況を受け

ての，アジア金融市場における域内銀行や域内金融機関のプレゼンスの向

上である。本稿では，こうした動きの背景をさぐりながら，アジア市場に

 ₁） ₂₀₁₅年₁₁月に発表された ASEAN Economic Community Blueprint ₂₀₂₅ におい
ても，ASEAN金融統合の目標の ₃ 点が堅持されている。すなわち，第 ₁ は
ASEAN各国の現地銀行の役割の増大，第 ₂は保険市場のさらなる統合，第 ₃は
資本市場のさらなる連携である。
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おける銀行のグローバル活動の変化を BIS統計から確認しながら，これま

での多国籍銀行理論の成果も含めてまとめていく。

Ⅰ アジアをめぐるクロスボーダー金融取引

　世界でグローバル活動を展開する銀行が，アジアにどのようにコミット

してきたかについて，まずアジア諸国へのクロスボーダー貸付の推移をBIS

（国際決済銀行）統計₂︶ によりみておこう。

　図表 ₁は，₁₉₉₀年からの BIS報告銀行によるクロスボーダー信用供与額

の推移を，アジア・太平洋途上国₃︶ と中国についてみたものである。

　まず，アジア・太平洋途上国全体では，₁₉₉₀年は₁,₃₇₉億ドルであったの

が，₂₀₀₈年のリーマンショック直前には₉,₃₅₉億ドルまで増えた。その後一

 ₂） BISの銀行統計として，国際資金取引統計（locational international banking 

statistics）と国際与信統計（consolidated international banking statistics）があ
る。前者は銀行国籍に関係なく，所与の国の銀行資産を捕捉するが，後者は₃₀カ
国ほどの報告銀行の国籍を基準に，海外子会社を含めた銀行資産を捕捉する。ま
た，前者は同一銀行グループ間の取引を含むが，後者は含まない。本稿では国別
のクロスボーダーポジションの額に関しては国際資金取引統計を，また各国銀行
の国際活動については，国際与信統計を主に用いる。

 ₃） アジアおよび太平洋途上国の₄₆カ国。

図表 1 アジア・太平洋途上国へのクロスボーダー信用供与

（単位：₁₀億ドル）

（出所）BIS 統計より筆者作成

アジア・太平洋途上国全体

中国

年
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時的に減少したものの₂₀₀₉年には回復して，以後急激な増加をたどり，

₂₀₁₄年には約 ₂兆ドル，₂₀₁₅年末で ₁兆₅,₉₈₉億ドルとなった。このうち，

貸付や預金が ₁兆₂,₁₂₅億ドル，債務証券が₂,₆₃₃億ドルであった。通貨別で

はドルが₉,₃₇₂億ドル，ユーロが₇₁₇億ドル，円が₅₅₃億ドルで，これらで大

半を占める。

　アジア・太平洋途上国のうちの最も大きな信用供与先は中国である。

₂₀₀₈年末に₁,₅₃₅億ドルだったのが，ピークの₂₀₁₄年 ₉月には ₁兆₁,₀₈₆億ド

ルと ₆年間で ₇倍に増加した。しかし₂₀₁₅年末には₇,₅₅₅億ドルまで減少し

た。

　図表 ₂は，アジア主要国に対するクロスボーダー信用供与額について，

₂₀₀₈年末と₂₀₁₅年末の金額およびその間の増加率を見たものである。中国

に次いで大きなクロスボーダー信用供与先が，シンガポールとインドであ

る。インドは₂₀₀₀年代に入りクロスボーダー信用供与を急速に増加させ，

₂₀₀₈年末に₁,₃₄₈億ドルだったのがピークの₂₀₁₄年 ₉月には₁,₉₇₉億ドルに増

加し，₂₀₁₅年末は₁,₈₆₈億ドルとなった。そのほか台湾は₂₀₀₈年末の₅₁₉億

ドルから₂₀₁₅年末に₁,₀₄₈億ドルと ₂倍になったが，韓国は₂₀₀₈年末の₁,₈₆₂

億ドルから₂₀₁₅年末で₁,₇₀₆億ドルに減少している。

図表 2　アジア主要国に対するクロスボーダー信用供与
（単位：億ドル）

受入国 ₂₀₀₈年末 ₂₀₁₅年末 増加率％

中 国 ₁,₅₃₅ ₇,₅₅₅ ₄₉₂.₁₈
イ ン ド ₁,₃₄₈ ₁,₈₆₈ ₁₃₈.₅₈
台 湾 ₅₁₉ ₁,₀₄₈ ₂₀₁.₉₃
韓 国 ₁,₈₆₂ ₁,₇₀₆ ₉₁.₆₂
マ レ ー シ ア ₃₇₁ ₆₁₁ ₁₆₄.₆₉
シンガポール ₄,₅₁₀ ₅,₅₁₃ ₁₂₂.₂₄
タ イ ₂₂₇ ₆₅₅ ₂₈₈.₅₅
フ ィ リ ピ ン ₂₂₀ ₂₈₀ ₁₂₇.₂₇
インドネシア ₄₄₂ ₉₁₆ ₂₀₇.₂₄

（出所）BIS 統計より筆者作成
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　ASEAN諸国では，シンガポールが₂₀₁₅年末で₅,₅₁₃億ドルのクロスボー

ダー信用供与の受け入れとなっているが，クロスボーダー債権も₇,₁₅₄億ド

ルと突出している。シンガポールがアジアにおける主要な国際金融セン

ターであり，資金フローのハブの役割を果たしている所以である。他の諸

国はシンガポールに比べると小規模ではあるが，₂₀₀₈年末から₂₀₁₅年末の

間に，インドネシアでは₄₄₂億ドルから₉₁₆ 億ドルへと₂₀₇％，タイでは₂₂₇

億ドルから₆₅₅ 億ドルへと₂₈₉％，マレーシアでは₃₇₁億ドルから₆₁₁億ドル

へと₁₆₅％，それぞれクロスボーダー信用供与額が増加している。

　図表 ₃は₂₀₀₈年末から₂₀₁₅年末のアジア・太平洋途上国へのクロスボー

ダー信用供与について，銀行と非銀行のセクター別推移を見たものである。

₂₀₁₄年末では銀行セクター ₁兆₁,₈₈₀億ドル，非銀行セクター₇,₀₇₉億ドルと

なり，それまで銀行セクターの額が伸びてきたが，₂₀₁₅年末になって銀行

セクターと非銀行セクターが接近したことが示されている。銀行への資金

供与と同時に，非銀行に対する資金供与，すなわちアジア新興国による社

債，株式によるクロスボーダー資金調達も徐々に増えていることが確認で

きる。
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図表 3 アジアへのセクター別クロスボーダー信用供与

（出所）BIS 統計より筆者作成
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Ⅱ 多国籍リテール銀行業と現地通貨建て現地債権

　第Ⅰ節では，アジアへのクロスボーダー信用供与が増加していることを

述べた。銀行活動からすれば，これは国際銀行業の典型であり，とりわけ

₁₉₆₀年代から₈₀年代のいわゆる「ユーロカレンシー市場」の拡大に伴い，

国際金融市場を繋ぐクロスボーダー資金取引，すなわちホールセールバン

キングとして注視されてきたものである。だが，₂₀₀₈年の世界金融危機を

経て，ショックへの耐性＝いわゆるレジリエンスという観点から，あらた

めてグルーベルの分類₄︶ による多国籍リテールバンキングが見直されつつ

ある。アジアにおいては，世界金融危機の影響はヨーロッパの銀行のよう

に甚大なものではなかったが，₁₉₉₇年のアジア通貨危機の教訓も踏まえ，

クロスボーダーの資金フローに関しては以前に比べて注意が払われてきた。

そして，その一つの結果が，クロスボーダー取引を中心とする国際銀行業

から，より地域に密着したリージョナル活動，すなわち多国籍リテールバ

ンキングへのシフトという傾向である。

　多国籍リテールバンキングは，海外に進出した多国籍銀行の子会社等が

進出先において現地通貨での銀行業務を遂行することに代表的に表される。

図表 ₄は，BISによる ₂つの統計の債権分類を併記しながら，国際銀行業

と多国籍銀行業の違いを述べたものである。

　実際，ヨーロッパでは東欧諸国の EU加盟に伴い，大陸ヨーロッパや北

欧の銀行が東欧諸国の銀行に出資，あるいは買収をしながら多国籍リテー

ル業を拡大させている例が見られる。イギリスやアメリカのグローバル展

開をするメガバンクと違い，ヨーロッパに舞台を集中して広域リテールを

展開する戦略も見受けられる。

 ₄） グルーベルは多国籍銀行の業務を， ₁）多国籍リテール業， ₂）多国籍金融
サービス業，₃）多国籍ホールセール業に分類し，₂）は進出企業への金融サー
ビスを提供する目的という follower説，₃）は大規模な国際資金取引を展開する
ユーロバンキングを例として示した。Grubel, H. G.（₁₉₇₇），参照。
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　これらの多国籍リテールバンキング活動は，ホスト国において多様な業

務形態をとり，各銀行のビジネスモデルにおいても大きな違いが生ずるこ

とは言うまでもない。ここでは，アジアにおける多国籍リテールバンキン

グの活動規模の一指標として，BIS の国際与信統計のなかの，現地通貨建

て現地債権の額に焦点を当ててみたい。

　国際銀行業活動による債権は BIS国際与信統計では図表 ₅のように整理

される。

　すなわち，クロスボーダー債権と外貨建て現地債権の和が国際銀行業を

示す国際債権となり，これに多国籍銀行業を示す海外における銀行子会社

等の現地通貨建て現地債権を加えて外国債権としている。

図表 4　BIS統計と国際銀行業務の形態

パターン 貸し手 借り手 取引通貨
Locational

（国際資金取引統計）
Consolidated

（国際与信統計）
国際銀行業務
の形態

Ⅰ A国親銀行 B国企業 A国通貨 クロスボーダー
債権

クロスボーダー
債権 国際銀行業

Ⅱ A国親銀行
B国銀行
子会社

A国通貨 クロスボーダー
債権 報告なし 国際銀行業

Ⅲ
B国所在の
A国銀行子
会社

B国企業 A国通貨 外国通貨建て現
地債権

クロスボーダー
債権に含む 国際銀行業

Ⅳ
B国所在の
A国銀行子
会社

B国企業 B国通貨 現地通貨建て現
地債権

現地通貨建て現
地債権 多国籍銀行業

（出所）Ehlers＝Wooldridge（₂₀₁₅），p. ₃₂を参考に筆者作成

図表 5　BIS 報告銀行の債権のタイプ

外国債権 foreign claims（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

A　クロスボーダー債権 B　外貨建て現地債権
C　海外における銀行子会社
等の現地通貨建て現地債権
local claims

国際債権 international claims（Ａ＋Ｂ）

（出所）BIS 資料より筆者作成
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　図表 ₆ は，アジア途上国への海外からの信用供与について，図表 ₅ に

従って分類された外国債権と国際債権の推移を₁₉₈₅年から₂₀₁₅年まで見た

ものである。₂₀₀₀年あたりまではほぼ両者は同じであり，要するに外国債

権は国際債権が大半を占めていた。しかし，₂₀₀₅年あたりから両者は徐々

に開き，₂₀₁₄年末では外国債権が ₂兆₇,₄₀₇億ドル，国際債権が ₁兆₈,₇₅₇億

ドルで，この差₈,₆₅₀億ドルが現地通貨建て現地債権であった。これは，現

地に進出した多国籍銀行子会社が，現地通貨で業務を行い，現地債権とし

て保有するものである。同じく₂₀₁₅年末は外国債権 ₂兆₃,₃₉₄億ドル，国際

債権が ₁兆₅,₃₃₇億ドルで，現地通貨建て現地債権は₈,₀₅₇億ドルであった。

この額の大小は，多国籍銀行の現地業務ないし多国籍リテールバンキング

の度合いの一つの目安となる₅︶。

　図表 ₇は，ASEAN₅カ国における外国債権額，国際債権額，そして現地

通貨建て現地債権額を，₂₀₀₅年末，₂₀₁₀年末，₂₀₁₅年末に関して推移を見

たものである。まず，外国からのクロスボーダー取引を表す国際債権は，

₂₀₁₅年末でシンガポールとインドネシアが大きく伸ばしている。また現地

通貨建て現地債権額は，タイ，インドネシアの伸びが高い。そして，最も

 ₅） たとえば先進国においても，ニュージーランドでは，歴史的にもオーストラリ
ア系銀行が同国銀行活動の大半を占めることから，外国銀行による現地業務を表
すこの現地通貨建て現地債権比率が他国と比べて極端に高くなっている。川本
（₂₀₁₅），参照。

図表 6 アジア途上国に対する外国債権と国際債権

（出所）BIS 統計より筆者作成
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（単位：₁₀億ドル）
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取引高の大きいシンガポールは，国際債権額，現地通貨建て現地債権額と

もに₁₀年間で ₂ 倍以上伸ばしており，₂₀₁₅年末の外国債権額はマレーシ

ア，タイ，インドネシア等の約 ₃倍近くを保有している。

　 ₅つの国の状況を，さらにBIS統計データで確認しておこう。シンガポー

ルの₂₀₁₅年末の外国債権₃,₇₄₉億ドルのうち，国際債権₂,₄₁₃億ドルの国別内

訳をみてみると，日本が₄₂₈億ドル，アメリカが₄₂₁億ドル，イギリスが₄₂₂

億ドルと ₃国で約半分を占めている。その他，フランス，ドイツ，オラン

ダ，スイス，オーストラリア等，多くの国の銀行が国際債権を保有してい

る。一方，現地通貨建て現地債権は₁,₃₃₅ 億ドルで外国債権の₃₆％を占め

るが，イギリスが₅₂₀億ドルと最も多く，アメリカの₂₃₅億ドル，日本の₂₂₇

億ドルと続いている。

　マレーシアは，₂₀₁₅年末の現地通貨建て現地債権は外国債権の₅₉％と

なっており，国際債権より比率は大きい。国別の債権額は，イギリスが最

も大きくて₂₅₀億ドルあり，次いでアメリカ，日本となっている。

　タイも現地通貨建て現地債権の比率が大きく，₂₀₁₅年末で外国債権の

₆₉％となっており，進出した海外銀行による現地通貨建て業務が盛んであ

ることを示している。₂₀₁₅年末の₈₇₃億ドルのうち，日本が₅₅₈億ドルと圧

倒的な割合を占めており，イギリス，アメリカが続いている。タイはアジ

ア危機の直前まで外国資本を積極的に導入しており，₁₉₉₀年代半ばに国際

債権が大きく伸びた。₁₉₉₆年末で₆₅₂億ドルの国際債権を有するがその後急

図表 7　ASEAN主要国における外国債権額
（単位：₁₀₀万ドル）

外国債権（a＋b） 国際債権（a） 現地通貨建て現地債権（b）

₂₀₀₅年末 ₂₀₁₀年末 ₂₀₁₅年末 ₂₀₀₅年末 ₂₀₁₀年末 ₂₀₁₅年末 ₂₀₀₅年末 ₂₀₁₀年末 ₂₀₁₅年末

シンガポール ₁₅₀,₈₄₄ ₃₁₅,₁₂₄ ₃₇₄,₈₅₆ ₉₃,₁₇₈ ₁₈₉,₄₄₀ ₂₄₁,₃₁₃ ₅₇,₆₆₆ ₁₂₅,₆₈₄ ₁₃₃,₅₄₂
マレーシア ₇₅,₆₆₀ ₁₂₄,₂₂₃ ₁₄₀,₆₂₈ ₃₁,₁₈₆ ₄₄,₃₈₃ ₅₇,₀₇₈ ₄₄,₄₇₄ ₇₉,₈₄₀ ₈₃,₅₄₉
タ イ ₄₁,₁₆₂ ₈₃,₈₅₀ ₁₂₇,₂₇₅ ₁₉,₀₇₂ ₂₉,₀₇₀ ₃₉,₉₃₄ ₂₂,₀₉₀ ₅₄,₇₈₀ ₈₇,₃₄₁
インドネシア ₄₁,₄₇₅ ₉₈,₁₇₄ ₁₃₅,₄₅₇ ₃₀,₂₇₃ ₆₉,₁₇₀ ₁₀₀,₂₇₄ ₁₁,₂₀₂ ₂₉,₀₀₄ ₃₅,₁₈₄
フィリピン ₂₅,₅₄₉ ₃₃,₇₂₆ ₃₈,₉₈₁ ₁₉,₈₉₀ ₂₃,₅₆₄ ₂₇,₈₇₆ ₅,₆₅₉ ₁₀,₁₆₂ ₁₁,₁₀₄

（出所）BIS 統計より筆者作成
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減し，₂₀₁₅年末で₃₉₉億ドルとなっている。これに対し，₁₉₉₆年末に₇₁億ド

ルであった現地通貨建て現地債権は，₂₀₀₀年代に入ってから順調に増加

し₆︶，前述したような数字となっている。

　インドネシアも外国債権は₂₀₁₅年末で₁,₃₅₅億ドルとマレーシアに次いで

いるが，インドネシアは圧倒的に国際債権が多く，₂₀₁₅年末で₁,₀₀₃億ド

ル，₇₄％となっている。国別では日本が₂₄₄億ドル，アメリカ₁₂₁億ドル，

イギリス₁₁₀億ドルとなっている。

　フィリピンは以上の ₄カ国と比べると，外国債権の額は小さく，現地通

貨建て現地債権も₂₈％で，日本，イギリスが目立つ程度である。

　現地通貨建て現地債権は，多国籍銀行が主に現地子会社として海外拠点

を設けて業務を展開する中で作り出されていく。現地子会社というビジネ

スモデルは，海外支店に比較して，権限が親銀行から委譲されているケー

スが多く，このため通貨危機の際にはクロスボーダー取引を中心とする国

際銀行業よりも，現地に見合った独自の判断ができることから，金融

ショックへの耐性があるとみることができる。とりわけ，銀行システムが

相対的に脆弱な国では，現地貸付の方がボラティリティが少なく，より望

ましいことが実証的にも明らかにされてきている₇︶。

　世界金融危機前の欧米の多国籍銀行活動は，ドルをベースにしながらア

メリカからヨーロッパ，そしてアジア等の新興国へ資金を移動させるもの

であった。とくにヨーロッパ銀行はこの資金仲介の役割を果たすとともに，

サブプライム関連商品にも大きく関わり，結果的にドルの流動性不足とい

うことから経営危機に陥った。この影響から，欧米系の銀行はアジアから

撤退したり，拠点を売却したりした。

 ₆） タイについてはスカンヤが BISの統計を使って，筆者と同様に，クロスボー
ダー金融と現地通貨建てによる現地業務の違いに注目している。ワッタナワリ
ン・スカンヤ（₂₀₁₁），参照。

 ₇） Ehlers＝Wooldridge（₂₀₁₅）。ほかに García-Herrero and Pería（₂₀₀₇），Hills 

and Hoggarth（₂₀₁₃），McCauley et al.（₂₀₁₂），Hoggarth et al.（₂₀₁₃），など参
照。



川本：アジアにおけるクロスボーダー金融の変化と多国籍銀行活動

─　　─59

　そうしたなかで，アジアにおいては，これまでシティバンク，スタン

ダード・チャータード，HSBCという欧米系の多国籍銀行 ₃行が，積極的

にアジア諸国に進出して，現地での多国籍銀行業務を展開してきた。 ₃行

はそれぞれのビジネスモデルを維持しながら，依然としてアジアを主要な

収益源の一つとしている。欧米系の銀行は，各行が培ってきた経営資源を

生かした質の高いサービスを，富裕層を対象にして展開しているケースが

多い。たとえば，クレジット・カード，CMS（キャッシュマネジメントシ

ステム），投資銀行業務などは現地銀行よりも優位にあるケースが多い。こ

れらは多国籍銀行論で言う所有優位性に基づく海外進出₈︶ である。

　図表 ₈はスタンダード・チャータードの₂₀₁₅年の業務利益を地域別にみ

たものである。業務利益₁₅₄億₃,₉₀₀万ドルのうち，ASEAN₁₉％，中国

₃₃％，北東アジア ₈％，南アジア ₉％と，アジア全体で₆₉％を占めている。

　また，図表 ₉は，HSBCの₂₀₁₅年の地域別資産規模と収益をみたもので

 ₈） 多国籍銀行に関して多国籍企業論を援用して説明したものに，川本（₁₉₉₅），
（₂₀₀₈），がある。

図表 8　スタンダード・チャータードの地域
別業務利益（2015年，100万ドル）

収益額 比率（％）

ヨ ー ロ ッ パ ₉₄₂ ₆.₁

中 国 ₅,₀₄₄ ₃₂.₇

北 東 ア ジ ア ₁,₂₂₃ ₇.₉

南 ア ジ ア ₁,₄₃₆ ₉.₃

A S E A N ₂,₉₉₇ ₁₉.₄

M E N A P ₁,₅₀₃ ₉.₇

ア フ リ カ ₁,₄₃₂ ₉.₃

ア メ リ カ ₈₆₃ ₅.₆

合 計 ₁₅,₄₃₉ ₁₀₀.₀

（出所）Standard Chartered，Annual Report
より作成
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ある。収益₁₈₈億₆,₇₀₀万ドルのうち，アジアは₁₅₇億₆,₃₀₀万ドルと₈₃.₅％を

占める。しかも資産額をたとえばヨーロッパと比較すると，アジアでの収

益性の大きさがみてとれる。

　このスタンダード・チャータードと HSBCのアジアでの業務展開が，イ

ギリス国籍の銀行のアジアでのプレゼンスをけん引している。

　他方，すでに指摘したように，日本の銀行が，近年再びアジアでの活動

を積極的に視野に入れるようになった。なかでも ₃大メガバンク（三菱東

京 UFJ，みずほ，三井住友）がアジアにおいて積極的に国際業務を展開し

ている。三菱東京 UFJ銀行は，タイのアユタヤ銀行を₂₀₁₃年に買収し，

フィリピンのセキュリティバンクに₂₀％出資の計画をするなど，積極的に

海外展開を行っており，業務粗利益の₄₅％が海外（₂₀₁₅年 ₃ 月，連結）か

らのものとなっている。三井住友銀行も，BTPN（インドネシア）に出資

するなどして，業務粗利益の₃₃％が海外（₂₀₁₅年 ₃ 月，連結）からのもの

となっている。みずほ銀行も同様に，カナディア銀行（カンボジア）など

と提携し，業務粗利益の₃₅％が海外（₂₀₁₅年 ₃ 月，連結）からのものと

なっている。

　日本のメガバンクなどは，自国企業の現地子会社を主要顧客とする例が

多い。これは多国籍銀行論で言う銀行の Followerとしての役割である。こ

図表 9　HSBCの地域別資産規模と収益（2015年，
100万ドル）

資　産 収　益

ヨ ー ロ ッ パ ₁,₁₂₉,₃₆₅ ₆₄₃

ア ジ ア ₈₈₉,₇₄₇ ₁₅,₇₆₃

中東および北アフリカ ₅₉,₂₃₆ ₁,₅₃₇

北 ア メ リ カ ₃₉₃,₉₆₀ ₆₁₄

ラ テ ン ア メ リ カ ₈₆,₂₆₂ ₃₁₀

合 計 ₂,₄₀₉,₆₅₆ ₁₈,₈₆₇

（出所）HSBC，Annual Reportより作成
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こからさらに市場を開拓して，進出先の現地企業に関わっていくことが大

きな課題となっている。

Ⅲ アジア諸国の金融業と銀行のクロスボーダー活動

　次に，アジア諸国の銀行の域内クロスボーダー活動についてみよう。と

くに ASEAN銀行統合プログラムにとっては，当該国銀行の域内相互進出

が大きな鍵となる。

　はじめにアジア諸国の金融取引および銀行の規模を概括しておこう。ア

ジアにおける金融機関の総資産および債券，株式価額の総和は，₂₀₁₂年末

で地域全体の GDPの₅₈₀％となる。これをアジアの先進国₉︶ とエマージン

グ諸国₁₀︶とに区分してみてみると，前者は₈₈₀％，後者は₃₄₀％となる₁₁︶。

アジアにおける金融活動は，経済発展段階による国の格差が大きいのが一

つの特徴である₁₂︶。

　アジアの金融機関のうち，銀行および非銀行の預金取扱機関の保有資産

規模は，金融機関全体の₆₉％を占める。このうち，銀行が₅₆％，非銀行が

₁₃％である。図表₁₀は，₂₀₁₂年末のアジア諸国における預金取扱機関，保

険・年金基金，その他の金融機関それぞれが保有する資産額の対 GDP比

を見たものである。いずれも銀行の資産が大きな割合を占めている。アジ

アにおける銀行の役割が大きいことを物語っている。

　ASEAN主要国と中国，香港，日本の銀行数および支店数をみたのが図表

₁₁である。₁₀万人あたりの支店数を見ると，日本，香港以外は₁₀支店前後

 ₉） オーストラリア，香港，日本，韓国，ニュージーランド，シンガポール。
₁₀） 中国，インド，インドネシア，マレーシア，フィリピン，タイ。
₁₁） Sahay, R. et al.（₂₀₁₅），p. ₁₀.
₁₂） 本稿では資本市場については触れていない。証券金融の一面としてたとえば株
式時価総額をみておくと，ASEANではシンガポールが圧倒的に大きく，次いで
マレーシア，タイ，インドネシアが同程度で続き，その後がフィリピンとなって
いる。株式売買高でも，シンガポール取引所が大きいが，タイ証券取引所も時に
シンガポール取引所を上回る取引高をあげている。
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となっている。ASEAN 諸国や中国は，銀行の立地件数もまだ弱いと言え

る。

　それでは商業銀行の貸付額は，どの程度の規模であろうか。図表₁₂は

₂₀₀₅年，₂₀₁₀年，₂₀₁₄年の各国商業銀行の貸付額を GDP比で見たもので

ある。アジアの金融センターである香港やシンガポールの数字が大きく，

図表11 アジア諸国の商業銀行数と支店数（2014年）

銀行数 支店数 ₁₀万人あたりの
支店数

中 国 ₁₉₂ ₈₉,₈₁₃ ₈.₀₆
香 港 ₁₅₉ ₁,₂₉₂ ₂₂.₆₉
シンガポール ₁₂₅ ₃₄₃ ₉.₃₇
マ レ ー シ ア ₄₃ ₂,₃₅₉ ₁₀.₇₁
フ ィ リ ピ ン ₃₆ ₅,₇₉₇ ₈.₈₀
タ イ ₃₀ ₆,₉₇₅ ₁₂.₆₈
インドネシア ₁₂₀ ₁₈,₅₅₈ ₁₀.₉₈
日 本 ₁₁₇ ₃₇,₃₈₃ ₃₃.₈₉

（出所）IMF，Financial Access Surveyより筆者作成

図表10　アジア諸国の金融機関資産（対 GDP比）

（出所）Sahay, R. et al.（₂₀₁₅），p. ₁₂.
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伸び率もきわめて大きくなっている，これに対して，インドネシアやフィ

リピンは貸付額の GDP比が小さく，商業銀行機能が十分ではないことが

見て取れる。

　図表₁₃の預金口座数をみても，日本は例外として，マレーシアやタイと

比較すると，フィリピン，インドネシアは少なくなっている。なお，人口

が多く銀行利用に地域格差がある中国は，きわめて低い数字となっている。

　商業銀行の貸付規模や国民の金融アクセスという点からすると，シンガ

ポール，マレーシア，タイ以外の国は，金融システムの発展段階として

は，後発段階にあると言える。

図表12　商業銀行の貸付額（対 GDP比）
（単位：％）

₂₀₀₅年 ₂₀₁₀年 ₂₀₁₄年

中 国 ₈₁.₅₇ ₈₈.₄₆ ₈₉.₅₄
香 港 ₁₅₉.₃₄ ₂₃₄.₇₆ ₃₁₈.₉₆
シンガポール ₈₆.₃₄ ₁₀₀.₁₂ ₁₅₅.₆₆
マ レ ー シ ア ₉₂.₁₇ ₁₀₄.₀₉ ₁₁₆.₈₆
フ ィ リ ピ ン ₂₁.₁₁ ₁₆.₆₄ ₂₄.₉₁
タ イ ₇₁.₆₂ ₆₃.₉₅ ₈₀.₂₅
インドネシア ₂₅.₀₇ ₂₅.₇₃ ₃₄.₈₅
日 本 ₈₂.₃₃ ₉₂.₁₅ ₁₀₁.₄₆

（出所）IMF，Financial Access Surveyより筆者作成

図表13 商業銀行の預金口座数（2014年）

国 名 口座数（人口₁,₀₀₀人あたり）

中 国 ₄₅.₂₀
マレーシア ₂,₄₄₇.₉₃
フィリピン ₅₃₈.₁₁
タ イ ₁,₅₂₂.₇₃
インドネシア ₉₀₄.₁₃
日 本 ₇,₂₄₉.₂₅

（出所）IMF，Financial Access Surveyより筆
者作成
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　アジアの銀行資産規模を個別に見ても，大きな格差がある。中国の ₄大

銀行である中国工商銀行，中国建設銀行，中国農業銀行，中国銀行は，資

産規模も世界最大クラスで，The Bankerの₂₀₁₅年度ランキングでは，順に

₁位（資産 ₃兆₃,₆₈₁億ドル）， ₂位， ₄位， ₇位となっている。また，日

本の ₃大メガバンクである三菱 UFJフィナンシャルグループ（同 ₈位），

みずほフィナンシャルグループ（同₁₇位），三井住友フィナンシャルグルー

プ（同₁₉位）も，世界トップクラスの規模を誇る。いずれも G-SIBs（グ

ローバルなシステム上重要な銀行）に認定されている。

　上述の中国 ₄大銀行及び日本の ₃大メガバンクと比べると，資産規模は

かなり小さくなるが，ASEANでは域内最大の銀行であるシンガポールの

DBS銀行の総資産は，₂₀₁₄年末時点で₃,₃₂₆億ドルである。同じくシンガ

ポールの OCBC銀行（Oversea-Chinese Banking Corporation）も総資産

₃,₀₀₀億ドルを超え，第 ₃位のUnited Overseas Bankも₂,₃₁₆億ドルである。

シンガポール以外では，マレーシアのMaybank of Malaysiaが₁,₈₃₁億ドル

で，タイ，インドネシア，フィリピンの銀行はさらに小さく，各国のトッ

プ行を合計しても₂,₀₀₀億ドルに満たない。

　ここで，ASEAN金融統合に向けた各国銀行の相互の進出状況を見ておこ

う。₂₀₁₀年以降，ASEAN域内でクロスボーダー業務を積極的に行っている

ASEAN諸国の銀行は，上記シンガポールの ₃ 大銀行およびマレーシアの

Maybank of Malaysiaのほか，インドネシアの Bank Mandiri，タイの

Bangkok Bank of Thailandなど各国のトップ銀行である。これらの銀行を

含め，インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポール，タイの

ASEAN ₅ カ国の銀行の相互進出状況を示したものが，図表₁₄である。

　いくつかの銀行について，Annual Report等から個別に見ておこう。ま

ず，域内最大のシンガポールの銀行である DBS銀行は，₁₉₆₈年にシンガ

ポール政府により開発金融機関として設立され，₂₀₀₃年にDBS銀行となっ

た。現在アジアを中心に₂₈₀の海外支店を有し，グループ利益の₃₈％を海外

からあげている。うち，中国（香港，台湾を含む）から₃₁％，その他アジ
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アや世界から ₇％となっている。海外業務は圧倒的に香港が大きく，香港

には₄₉支店，中国本土には₃₄支店，台湾には₄₃支店設置している。DBSの

香港への進出は，₁₉₉₉年に日本の富士銀行から Kwong On Bankを買収し

たことから始まる。₂₀₀₁年には Dao Heng Bankとその子会社である

Overseas Trust Bank を買収し，₃行が DBS香港となった。インドネシア

では，₁₉₉₇年にMitsubishi Buana を三菱銀行から買収し，₂₀₀₀年に DBS 

Indonesiaに名称変更して拠点とした。また，₂₀₀₈年には台湾で破たんした

Bowa Bankの事業を継承して業務を展開している。さらに，DBSは，シン

ジケートローンのアレンジャーとしても活動し，₂₀₁₅年は₁₂₃ディール，金

額₇₄₈億ドルと，アジアでもトップクラスの実績を上げた。

図表14　ASEAN 5カ国の銀行の相互進出状況

インドネシア マレーシア フィリピン シンガポール タ　イ

インドネシア Bank Mandiri ― ― ◎ ―

Bank Rakyat Indonesia ― ― ― ―

Bank Central Asia ― ― △ ―

マレーシア Maybank ◎ ◎ ◎ ◎

CIMB Bank ◎ ― ◎ ◎

Public Bank ― ― ― ―

フィリピン BDO Unibank ― ― ― ―

Metropolitan Bank & Trust ― ― ― ―

Bank of the Philippine Islands ― ― ― ―

シンガポール DBS Bank ◎ ◎ △ △

OCBC Bank ◎ ◎ ― ◎

United Overseas Bank ◎ ◎ ◎ ◎

タ イ Bangkok Bank ◎ ◎ ◎ ◎

Siam Commercial Bank ― ― ― ◎

Krung Thai Bank ― ― ― ◎

◎ △ ―

支店，子会社 代理店 なし

（出所）五味佑子「ASEAN 経済共同体の進捗状況～銀行セクター統合の最近取り組
みを中心に」国際通貨研究所 Newsletter，₂₀₁₅年 ₇ 月，を参考に作成
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　シンガポール資産規模第 ₂位のOCBCも，₂₀₁₄年に買収した香港・永亨

銀行が貢献して，利益は最高となった。また，海外展開を積極的に行い，

とくにマレーシアから利益の₂₀％以上を上げているのが特徴である。また

インドネシアへの投資も積極的に行い，₂₀₀₄年から Bank NISPの株を買い

占めることで₂₀₀₈年には PT Bank OCBC NISPとし，インドネシア展開の

拠点とした。₂₀₀₆年には，ベトナムや中国の現地銀行への出資を徐々に引

き上げて拠点作りを展開した。₂₀₀₉年にはオランダの ING銀行の ING Asia 

Private Bankを買収し，資産管理業務等を引き継いだ。

　シンガポール第 ₃位の UOBも同様に，海外利益が₄₀％ほどと，海外事業

展開を積極的に進めている銀行である。とくにタイ，インドネシア，マレー

シアへの進出が目立つ。タイでは買収して設立したUOBラダナシンと，ABN

アムロ銀より取得したアジア銀行が合併してUOB Thai が設立され，タイの

拠点となっている。インドネシアでも PT Bank Buana Indonesiaの₂₃％の株

式を取得し，その後徐々に増加させて，₂₀₀₈年には₉₉％の株式保有をするま

でになった。マレーシアへは₁₉₉₃年に現地法人UOB（Malaysia）を設立し，

₁₉₉₇年にChung Khiaw bankと合併した。₂₀₀₂年にはマレーシア事業をUOB

（Malaysia）に統合して，国内業務に次ぐ収益を上げている。

　シンガポールでは₁₉₉₉年に通貨庁により金融自由化プログラムが発表さ

れた。外国資本の出資上限規制（₄₀％）やオフショア銀行の貸付額の上限

枠（ ₃億シンガポールドル）を緩和したことから，企業や消費者に直接ア

クセスする外国銀行の現地活動が増大し，地場銀行との競争が高まって

いった。その後，海外銀行が続々とシンガポールに進出し，₂₀₁₆年₁₀月で

国内銀行 ₅行に対し，外国銀行₁₂₀行（フルバンク₂₉行，ホールセール銀行

₅₃行，オフショア銀行₃₈行）と圧倒的な数となっている。シンガポールは

アジア諸国の中で銀行の相互進出が最も活発な国と言える。

　次にマレーシアおよびタイの銀行について簡単にふれておく。マレーシ

アではMaybankや CIMBなどの大手銀行が積極的に海外展開を行ってい

る。同国で資産規模 ₁位のMaybankは ASEAN₁₀カ国すべてに拠点を持つ
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ことから ASEANをベースにした銀行を標榜し，グループ全体で内外₂,₄₀₀

以上の拠点を有する。とくにこれまでシンガポール事業を中心に貸付を

行ってきており，インドネシア，その他海外を合わせ，海外の営業収益は

₂₀₁₅年末で₂₂％ほどを占めている。また資産規模 ₂位の銀行 CIMBは，イ

ンドネシアやタイで積極的に業務展開をしてきた。そしてイギリス大手銀

行 RBSのアジアやその他の地域の事業部門を買収したりしてきた。金融ノ

ウハウを持つマレーシアの銀行は，投資銀行業務の拡大も視野におき，非

金利収入も増やしている。

　タイでは Bangkok Bank of Thailandが積極的な海外展開をしている。

₁₉₄₄年に設立された同行は，タイ国内最大の商業銀行として，イギリス，

アメリカ，日本等の先進国のほか，図表₁₄に示されるように，ASEAN諸国

にも活発に進出しており，中国およびマレーシアには完全子会社を保有し，

₁₅カ国・地域に₃₂の海外支店を持つ。₂₀₁₅年末で，国内利益₃₈₆億₁,₂₀₀万

バーツに対して，海外利益も₄₄億₁,₈₀₀万バーツを上げている。一方，タイ

への外国銀行の進出も盛んになっている。₂₀₀₈年の金融機関業法において

外資出資規制が定められたが，外国銀行進出を積極的に促す方策も同時に

進めた。これにより，例えばすでに触れたような三菱東京 UFJ銀行による

アユタヤ銀行の子会社化が行われた。

　以上のシンガポール，マレーシア，タイの主要銀行と比べると，他の

ASEAN諸国においては，銀行の海外展開の動きは乏しい。またそれらの国

においては，外国銀行による現地貸付は徐々に増加が見られるとしても，

依然として小規模であることも事実である。ASEAN諸国の外国銀行参入抑

制策や外国銀行に対する差別的規制，また外資導入に対する方策がまちま

ちであることも，ASEAN諸国間で銀行相互進出が進まない理由の一つであ

る₁₃︶。アジアにおける現地子会社の現地通貨建て債権の動きを見ると，

リーマンショック時に減らした後₂₀₁₀年にかけて再び増加したが，その後

₁₃） 最近でも，アジア開発銀行がこうした問題点を指摘している。Asian 

Development Bank Institute（₂₀₁₄）, p. ₁₄₈.
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はまた比率を下げてきている。逆に言えば，クロスボーダー資金調達が依

然として重要性を失っていないとも言える₁₄︶。

Ⅳ　アジア金融統合の課題――むすびにかえて――

　以上のような，銀行国際活動のデータから見た現状とこれまでの研究蓄

積をふまえて，これからのアジアの銀行活動が，ASEAN金融統合という大

きな課題のなかで，どのように位置づけられるべきであろうか。

　すでに述べたように，アジアの金融活動としては銀行への依存が高い。

金融セクターでは銀行が独占的ポジションを占める国も多い。アジアでは，

債券市場や株式市場の充実など，資本市場の整備も議論されるが，こうし

た市場から資金調達が可能なのは国有企業や大企業に限られることが多い。

また，各国の資本市場で調達された現地通貨は，ドルにスワップされるこ

とが多い。多くの中小企業の資金調達は銀行やノンバンクに頼らざるを得

ない。そうした意味で，銀行業の強化と裾野の広がりはアジアにおいて重

要な課題である。欧米金融機関がリードしてきた投資銀行業務も，アジア

の銀行では為替取引が中心とも言われ，取引される商品も市場がうすい。

また，海外展開と言っても，活動地域はアジア域内に限られている。

　総じて言えば，銀行のクロスボーダー進出や多国籍銀行の現地法人によ

る多国籍リテール業は，アジア諸国では進んでいるとは言い難い。海外業

務を遂行している銀行でも，個人対象で一部見られるものは，富裕層向け

サービス等限定的である。そもそも国内業務においてもホールセール金融

が中心で，リテール業の拡充まで広げられていない。今後銀行の相互進出

を促し，各国でリテール業を拡大するためには，中小企業金融のための信

用リスク分析等の技術の向上がまず不可欠となるだろう。

　ASEAN金融統合という観点から整理すれば，多様性をはらんだ ASEAN

ないしアジアにおいては，銀行規模や収益性，各国の規制緩和の状況など

₁₄） Ehlers＝Wooldridge（₂₀₁₅）．
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が複雑に絡み，また銀行戦略や得意部門が異なることから，銀行部門にお

ける金融統合は，金融統合フレームワークに示されるようには容易ではな

いだろう。金融アクセスの裾野の拡大や小規模金融機関の統合等による経

営基盤強化，金融技術の向上等，課題も多い。ASEAN経済共同体（AEC）

₂₀₁₅の成果にも示されている通り，金融サービスにおいては，ブループリ

ントで₂₀₂₀年までの自由化が許容されており，なおかつ銀行の自由化には

大半の国が消極的な状態となっている。

　しかし，ASEAN金融統合がめざす目標の一つとして，ASEAN先進銀行

の域内クロスボーダー活動の活発化により，ASEAN国民のニーズに適合し

た様々な金融商品や金融生産物を提供することがある。これまで欧米の多

国籍銀行を通じて，海外ファンドや海外不動産などに流れやすかった資金

を ASEAN域内の経済成長や発展に向けることは，政策的にも重要な課題

である。経営資源やノウハウを有する先進銀行が，進出先で業務を展開す

ることにより，後発国の金融システムを強固にしていく側面も他の地域で

見られてきたことである。

　そのためには銀行が商業銀行業機能に立ち返りながら，国内銀行および

海外進出銀行の双方において，現地通貨での現地業務をさらに拡大してい

くことが一つの方向性となるだろう。証券売買や保険の販売など，投資銀

行業務やバンカシュアランスによる手数料収入も期待できる収益源にはな

ろうが，商業銀行業務（預金，貸付，決済）の現地化は当該国の金融シス

テムの強化に資するものである。そして，ASEANの経済統合がさらに進

み，域内での生産工程のリンクが形成され，域内間の貿易取引がさらに拡

大すれば，決済通貨の面でもドルからの脱却とアジア通貨使用の可能性が

生まれ，ASEAN諸国の銀行が，国際業務や海外展開に活路を見いだす余地

も大きく存在する。
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